
団 体 名 及 び

代 表 者 名

住 所
〒

電 話 番 号

申 込 責 任 者

記 入 者 名

連 絡 先

利 用 者 と

記 入 者 の 関 係

□ ホール 

□ 楽屋（　1号室　　2号室　　3号室　　4号室　）※利用希望号室に〇

□ リハーサル室 第1

□ リハーサル室 第２

□ 集会室

□ 交流広場

利 用 の 目 的

（ 催 事 名 等 ）
利用人数 　　人

利用形態（　営利利用　　・　　その他　）

※ご記入いただきました内容は利用目的以外には使用いたしません。

【チェックシート】

業務区分 担当者 確認者

台帳転記

本申請

キャンセル（台帳抹消）

シビックセンターコンサートホール・集会室・交流広場利用仮申請書

開場　　　時　　　分 開演　　　時　　　分 終演　　　時　　　分

利 用 の 箇 所

そ の 他

ホームページ掲載希望（　　有　　・　　無　　）

※ホームページに掲載希望の方は、シビックセンターが行う広報活動の中で告知を行う場合があります。

コンサート

ホール

集 会 室

利用の日時
（準備と片付けの時間を

　含めること） 　　　　　年　　　月　　　日（　　曜日）　　時　　　分　　まで　　　（　　　　日間）

入場方法（　入場券　　　関係者　　　自由　）

入場料金（　　　　　　　円　　・　　無　　）

　　　　　年　　　月　　　日（　　曜日）　　時　　　分　　から

利用者ID

年　　月　　日

処理日 その他特記事項

シビックセンター控え

利用者の種別：団体・個人

※いずれかに〇

センターの利用：はじめて・2回目以降

※いずれかに〇

裏面注意事項を確認の上、岡崎市シビックセンターの利用承認を受けたく、利用を申請します。



【注意事項】

1 キャンセル又は記載内容の変更が生じた場合は、速やかに連絡してください。

2 利用の申請及び打ち合わせを、以下の日までに行って下さい。（本仮申請書を提示して行うこと）

(1)コンサートホール 申請：ご予約後1ヶ月以内　打ち合わせ：利用しようとする日の前20日まで

(2)リハーサル室単独利用 利用しようとする日の前20日まで（打ち合わせは不要です）

(3)交流広場 申請及び打ち合わせ：利用しようとする日の前20日まで

(4)集会室 利用しようとする日の前5日まで（打ち合わせは不要です）

3 事前打ち合わせの主な内容　※打ち合わせにお越しの際には、事前にご予約下さい。

(1)ホール

・機器搬入、リハーサル、開場、開演、終演及び機材搬出の時間について

※特に開場・開場・終演の時間については、ポスター・チラシ・プログラム等を印刷する前に

　ご相談ください。

・舞台の仕込内容について（舞台・音響・照明）

・出演者の総数、楽屋割り及び到着時間について

・催物の進行について

・当日の会場受付、案内、場内、場外整理の方法及び人員について

(2)交流広場

・車両乗り入れの有無、電源使用の有無について

※特に電源を使用する場合については、事前に電源使用リストを提出し、シビックセンター

　スタッフの許可を得てください。

4 火気等（裸火）を使用する場合は、事前に消防署の許可を受けてください。

5 次の各号のいずれかに該当した場合には、シビックセンターの利用を承認しないことがあります。

(1)公の秩序若しくは善良な風俗を乱す恐れがあると認めるとき

(2)その他、利用の権利を第三者に譲渡したり転貸ししたとき、利用承認申請書の記載事項に

　虚偽記載があったとき、暴力団その他これに準ずる者等反社会的勢力の利益になると認め

　られるときなど、シビックセンターの管理上支障があると認めるとき

6 次の各号のいずれかに該当した場合には、シビックセンターの利用の承認を取り消すことが

できるものとします。

(1)利用者が岡崎市シビックセンター条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき

(2)災害その他の事故によりシビックセンターの利用ができなくなったとき

(3)公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき

(4)公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき

(5)その他、利用の権利を第三者に譲渡したり転貸ししたとき、利用承認申請書の記載事項に

　虚偽記載があったとき、利用証に付された条件に違反したとき、暴力団その他これに準ずる

　者等反社会的勢力の利益になると認められるときなど、シビックセンターの管理上支障が

　あると認めるとき

7 豪雨等の影響による矢作川避難計画等発動時の対応について

豪雨等の発生により、岡崎市が矢作川避難計画を発動した場合、また岡崎市岡崎羽根北一区に

「警戒レベル4避難指示」、「警戒レベル5緊急安全確保」が発令された場合は

岡崎市文化施設災害対応基準の規定によりシビックセンターの貸出は中止（閉館）します。

上記により貸出を中止した場合においては、岡崎市及び岡崎市シビックセンターは

一切補償はいたしません。


